
（別紙２） 

 

信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に

伴う金融庁関係政令の整備に関する政令及び信託業法施行規則等の一部

を改正する内閣府令等の概要 
 

 

１．目的 

  信託法（平成 18 年法律第 108 号）及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（平成 18 年法律第 109 号）の施行に伴い、金融庁関係政令・内閣府令

等について所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

⑴ 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金

融庁関係政令の整備に関する政令 

① 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正 

イ 兼営の認可の失効 

・ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」という。）

第 11 条（認可の失効）の規定が新設されたことに伴い、営業保証金の取

戻しができる場合として、認可の失効を追加する。 

（第７条第１項関係） 

ロ 信託業法の規定の準用 

・ 兼営法第２条第１項において信託業法第 23 条第２項を準用することに

伴い、株式の所有関係又は人的関係において委託者と密接な関係を有する

者として、また、受託者と密接な関係を有する者として、２. (1)⑥ハと

同様の規定を設ける。                 （第８条関係） 

ハ その他 

・ その他所要の規定の整備を行う。 

 

② 保険業法施行令の一部改正 

イ 信託業法の規定の準用 

・ 保険業法第 99 条第８項において信託業法第 23 条第２項を準用すること

に伴い、株式の所有関係又は人的関係において委託者と密接な関係を有す

る者として、また、受託者と密接な関係を有する者として、２.(1)⑥ハと

同様の規定を設ける。            （第 13 条の５の２関係） 

ロ その他 

・ その他所要の規定の整備を行う。 

 

③ 資産の流動化に関する法律施行令の一部改正 

イ 電磁的方法による通知及び提供の承諾の方法 

・ 資産の流動化に関する法律（以下「資産流動化法」という。）第 242 条

第３項、第 245 条第２項等の規定により、電磁的方法により権利者集会等

の招集の通知を発する場合及び書類の交付に代えて書類に記載すべき事



項を電磁的方法により提供する場合の承諾の手続等を定める。           

（第11条、第18条関係） 

ロ 特定資産の価格を調査する者 

・ 資産流動化法第 40 条第１項の規定による特定資産の価格の調査をする

ことができない者について、所要の規定の整備を行う。  （第 15 条関係） 

ハ 信託法の規定の技術的読替え 

・ 資産流動化法第 236 条第２項等の規定において信託法の規定を準用する

場合における技術的読替えを定める。 

（第 53 条第１項、第 54 条、第 55 条第１項、第 57 条第１項、第 59 条

第１項、第 60 条の２、第 61 条の２、第 63 条第１項、第 67 条、第 68

条の２関係） 

ニ その他 

・ その他所要の規定の整備を行う。 

 

④ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正 

イ 信託法の規定の技術的読替え 

・ 投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」という。）第５条

第７項等の規定において信託法の規定を準用する場合における技術的読

替えを定める。 

（第７条の２、第 30 条の４、第 31 条、第 43 条の２関係） 

ロ 特定資産の価格を調査する者 

・ 投信法第 16 条の２第１項等の規定による特定資産の価格の調査をする

ことができない者について、投資信託委託業者等の使用人を加えることと

するほか、所要の規定の整備を行う。 

（第 22 条、第 34 条、第 49 条第１項関係） 

ハ 電磁的方法による通知及び提供の承諾の方法 

・ 投信法第 30 条第３項及び第９項等の規定により、電磁的方法により書

面による決議の通知を発する場合及び書類の交付に代えて書類に記載す

べき事項を電磁的方法により提供する場合の承諾の手続等を定める。 

（第30条の３、第30条の５関係） 

ニ その他 

・ その他所要の規定の整備を行う。 

 

⑤ 担保付社債信託法施行令の一部改正 

イ 信託業法の規定の準用 

・ 担保付社債信託法第 8条において信託業法第 23 条第２項を準用するこ

とに伴い、株式の所有関係又は人的関係において委託者と密接な関係を有

する者として、また、受託者と密接な関係を有する者として、２.(1)⑥ハ

と同様の規定を設ける。                （第１条関係） 

ロ 権限の委任 

・ 担保付社債信託法第 66 条（権限の委任）の規定が新設されたことに伴

い、財務局長に委任する権限について定める。      （第４条関係） 

ハ その他 



・ その他所要の規定の整備を行う。 

 

⑥ 信託業法施行令の一部改正 

イ 信託業の適用除外 

ⅰ 弁護士等がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から

金銭の預託を受ける行為その他委任契約における受任者がその行う事務

に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為 

ⅱ 請負契約における請負人がその行う仕事に必要な費用に充てる目的で注

文者から金銭の預託を受ける行為 

等を信託業の定義から除外する旨定める。       （第１条の２関係） 

ロ 管理型信託業における受託者と密接な関係を有する者の範囲 

・ 株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者と

して、受託者の役員又は使用人のほか、銀行法上の特定関係者の範囲（銀

行代理店を除く。）に相当する者を定める。       （第２条関係） 

ハ 信託業務の委託に係る信託会社の責任の軽減 

・ 株式の所有関係又は人的関係において委託者と密接な関係を有する者と

して、委託者の役員又は使用人のほか、銀行法上の特定関係者の範囲（銀

行代理店を除く。）に相当する者を定める。 

・ また、受託者と密接な関係を有する者として、受託者の役員又は使用人

のほか、銀行法上の特定関係者の範囲（銀行代理店を除く。）に相当する

者を定める。                  （第 12 条の２関係） 

ニ 利害関係人取引の範囲 

・ 株式の所有関係又は人的関係において信託会社と密接な関係を有する者

として、信託会社の役員又は使用人のほか、銀行法上の特定関係者の範囲

（銀行代理店を除く。）に相当する者を定める。    （第 14 条関係） 

ホ 自己信託の登録 

・ 信託業法第 50 条の２第 1項の政令で定める人数は、50 名とする。 

（第 15 条の２第１項関係） 

・ 信託業法第 50 条の２第 1項の多数の者が受益権を取得することができ

る場合について、 

ⅰ 自己信託に係る受益者が 50 名以上となる場合とする。 

ⅱ ⅰの 50 人には、実質的受益者（組合が受益権を取得する場合の組合

持分の取得者等）を含むこととする。 

ⅲ 形式的には別の自己信託で受益権を発生させていても、信託目的等に

照らして実質的に同内容の受益権を発行する自己信託を複数回行って

いる場合には、それぞれの受益者を合算することとする。 

ⅳ 受益権の個数が 50 以上となる場合とする。        

（第 15 条の２第２項関係） 

・ 受益者保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として、 

ⅰ 住宅金融支援機構等が主務官庁の認可を得て自己信託する場合、 

ⅱ サービサーが債権回収した金銭等を自己信託する場合、 

ⅲ  弁護士等が弁護士業務に付随して管理する金銭等その他委任契約にお

ける受任者がその行う事務に付随して管理する金銭等を自己信託す



る場合、 

ⅳ 請負人が請負契約に付随して管理する金銭等を自己信託する場合、 

ⅴ 他の者に代わり金銭の収受を行う者が当該契約に付随して管理する金

銭等を自己信託する場合 

について、登録を不要とする。          （第 15 条の３関係） 

・ 自己信託をする者の登録要件としての営業保証金の額を千万円、最低資

本金の額を三千万円とする。       （第９条、第 15 条の４関係） 

・ 登録を受けて自己信託するときに、当該信託財産に属する財産の状況等

を調査させる者について、登録を受けた者及び登録を受けた者の役員又は

使用人を除く、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士（知的財産権のみ）、

不動産鑑定士（不動産のみ）等を定める。     

              （第 15 条の５関係） 

ヘ 権限の委任 

・ 自己信託に係る登録制度が新設されたことに伴い、自己信託をしようと

する者の登録、登録を受けた者に対する報告徴求、立入検査等の権限を財

務局長に委任すること等を定める。          （第 29 条関係） 

ト その他 

・ その他所要の規定の整備を行う。 

 

⑦ その他 

信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴

い、以下の関連する金融庁関係政令の整備を行う。 

・ 社債等登録法施行令 

・ 船主相互保険組合施行令 

・ 貸付信託法第十四条の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の

方法に関する政令 

・ 準備預金制度に関する法律施行令 

・ 中小企業等協同組合法施行令 

・ 農業協同組合法施行令 

・ 証券取引法施行令 

・ 信用金庫法施行令 

・ 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 

・ 預金保険法施行令 

・ 農水産業協同組合貯金保険法施行令 

・ 労働金庫法施行令 

・ 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 

・ 水産業協同組合法施行令 

・ 疑わしい取引の届出に関する政令 

・ 農林中央金庫法施行令 

・ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止

に関する法律施行令 

・ 社債等の振替に関する法律施行令 

・ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に



規定する特例旧特定目的会社に関する命令 

・ 金融庁組織令 

 

⑵ 信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等 

① 信託業法施行規則の一部改正 

イ 受託者等と密接な関係を有する者の範囲に係る親法人等及び関連法人等の

定義 

・ 受託者、委託者又は信託会社と密接な関係を有する者については、銀行

法上の特定関係者の範囲を参考に見直すことに伴い、親法人等及び関連法

人等に含まれる者を定める。              （第４条関係） 

ロ 信託業務の委託の適用除外 

・ 委託規制（信託業法第 22 条第１項第１号、同条第２項）が適用除外と

なる受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる業務として、 

ⅰ 信託行為に信託会社が委託者又は受益者等のみの指図により信託財産

の処分等に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務 

ⅱ 信託行為に信託業務の委託先が信託会社のみの指図により委託された

信託財産の処分等に係る業務を行う定めがある場合における当該業務 

ⅲ 業務遂行にとって補助的な機能を有する行為 

を定める。                     （第 29 条関係） 
ハ 自己取引等の禁止に係る例外 

・ 自己取引等の禁止が適用除外される、受益者の保護に支障を生ずること

がない場合として、 

ⅰ 委託者、受益者等のみの指図による取引 

ⅱ 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に

掲げる取引 

① 証券取引所に上場されている有価証券の売買等、公正な価格が担保

されている取引 

②  鑑定評価を踏まえて行う不動産の売買 

③ 同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立すること

となる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行

う取引 

ⅲ 個別の取引ごとに受益者に重要事実を開示して同意を得て行う取引 

ⅳ 金融庁長官の承認を受けて行う取引 

を定める。                  （第 41 条第３項関係） 

・ 自己取引等に係る書面交付義務が免除される、受益者の保護に支障を生

ずることがない場合として、 

ⅰ  証券取引所に上場されている有価証券の売買等、公正な価格が担保さ

れている取引 

ⅱ 預金債権等の取得及び譲渡 

を定める。                  （第 41 条第５項関係） 

ニ 重要な信託の変更等 

・ 公告・催告等の手続を要しない場合として、ⅰ公益信託、ⅱ委託者指図

型投資信託、ⅲ貸付信託、ⅳ特定目的信託、ⅴ加入者保護信託を定める。 



（第41条の２関係） 

・ 公告方法については、信託会社における公告の方法によるものとする。      

（第41条の３関係） 

・ 公告に係る受益証券発行信託の特例を定める。  （第 41 条の４関係） 

・ 公告又は催告すべき事項として、ⅰ理由、ⅱ内容、ⅲ時期、ⅳ異議を述

べる期間、ⅴ異議を述べる方法を定める。      （第 41 条の５関係） 

・ 各受益権の内容が均等でない場合に、重要な信託の変更等について異議

を述べた者の受益権の信託財産に対する持分が、信託の受益権の元本持分

の合計の２分の１を超えるときには、重要な信託の変更等をしてはならな

いこととする一方、信託の受益権の元本持分の合計の２分の１を超える受

益者が承認したときには公告又は催告手続を要しないものとする。 

  （第 41 条の６、第 41 条の７関係） 

ホ 費用等の償還又は前払の範囲等の説明 

・ 受託者が受益者に費用償還請求や報酬請求をする場合には、予め受益者

との間で合意する必要があるため、信託会社が受益者に対して説明すべき

事項として、ⅰ信託報酬・費用に関する事項、ⅱ受益権の損失に関する事

項、ⅲ既に確定している報酬・費用がある場合にはその額、を定める。      

（第 41 条の８関係） 

ヘ 自己信託の登録 

・ 自己信託の登録申請書に添付しなければならない書類として、ⅰ純資産

額及びその算出根拠を記載した書面、ⅱ自己信託以外の業務を営む場合に

あっては、当該業務を営むことが自己信託を行うことに支障を及ぼすこと

のないことを証する書面、ⅲ役員等の履歴書等、ⅳ社内規則等を定める。  

     （第 51 条の４関係） 

ト 自己信託に係る第三者調査 

・ 登録を受けて自己信託を設定するときの当該信託財産に属する財産の状

況その他の当該財産に関する事項の調査として、 

ⅰ 有価証券、不動産等の財産の種類に応じ、信託財産の存否 

ⅱ 自己信託設定時における信託財産の価額 

を定める。           （第 51 条の７第１項及び第２項関係） 

・ 第三者の調査結果及び法令違反等の重大な事実に関する報告義務を定め

る。                   （第 51 条の７第３項関係） 

チ 自己信託の登録を受けた者の兼業業務の健全性 

 ・ 自己信託の登録を受けた者が単体及び連結財務諸表において、 

ⅰ ２期連続又は３期以上連続して経常損失を計上している場合には、他

の業務を営むことが自己信託に係る事務を適正かつ確実に行うことに

つき支障を及ぼすおそれがあるものとし、 

ⅱ  ２期連続で経常損失を計上している場合であっても、純資産額が２期

分の経常損失の合計額を上回る場合には、他の業務を営むことが自己信

託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれが

ないものとする。 

                      （第 51 条の８関係） 

リ その他 



・ その他所要の規定の整備を行う。 

 

② 担保付社債信託法施行細則の全部改正 

イ 現代語化 

・ 担保付社債信託法の現代語化に合わせて、現代語化を行う。 

ロ その他 

・ 表題を「担保付社債信託法施行規則」に改めるほか、所要の規定の整備

を行う。 

 

③ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正 

イ 信託業法の規定の準用 

・ 兼営法第２条第１項において信託業法第 22 条第３項、第 23 条第２項、

第 29 条、第 29 条の２及び第 29 条の３を準用することに伴い、２.(2)①

イからホまでと同様の規定を設ける。 

（第 10 条、第 11 条、第 23 条第３項及び第５項、第 24 条から第 30 条ま

で関係） 

ロ 廃業等の公告 

・ 兼営法第８条（届出等）の規定が新設されたことに伴い、金融機関が廃

業等する際の公告に関する規定を追加する。      （第 40 条関係） 

ハ その他 

・ その他所要の規定の整備を行う。  

 

④ 保険業法施行規則の一部改正 

イ 信託業法の規定の準用 

・ 保険業法第 99 条第８項において信託業法第 22 条第３項、第 23 条第２

項、第 29 条、第 29 条の２及び第 29 条の３を準用することに伴い、２.(2)

①ロからホまでと同様の規定を設ける。 

（第 52 条の 12、第 52 条の 24 第３項及び第５項、第 52 条の 25 から第 52

条の 30 まで関係） 

ロ 損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 

・ 保険業法第 99 条第 8項において兼営法第６条を準用することに伴い、

損失の補てん等を行うことができる信託契約等に係る規定を追加する。       

（第 52 条の 31、第 52 条の 32 関係） 

   ハ その他 

・ その他所要の規定の整備を行う。 

 

⑤ その他 

信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴

い、以下の関係府令の整備を行う。 

・ 銀行法施行規則 

・ 信用金庫法施行規則 

・ 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣

府令 



・ 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業

に関する内閣府令 

・ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 

・ 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 

・ 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則 

・ 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 

 

⑶ 貸付信託法施行規則 

貸付信託法第８条第５項において、信託法の受益証券発行信託の規定（第八章）

を準用することに伴い、受益証券発行信託に関する規定を設けるため、貸付信託法

施行規則を新たに制定する。 

 

⑷ その他関係命令 

信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、以

下の関係命令の整備を行う。 

① 信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令等の一

部を改正する命令 

・ 信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令 

・ 社債等の振替に関する命令 

・ 信託会社等営業保証金規則 

・ 信託兼営金融機関営業保証金規則 

・ 担保付社債に関する信託契約等に関する規則 

 

② 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の一部

を改正する命令 

 

③ 労働金庫法施行規則及び確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正

する命令 

 

④ 漁業協同組合等の信用事業に関する命令及び農林中央金庫の株式等の保有の制

限に関する命令の一部を改正する命令 

 

⑤ 加入者保護信託に関する命令及び内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関

連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用

に関する命令の一部を改正する命令 

 

 ⑥ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関

する法律施行規則の一部を改正する命令 

 

３．施行時期 

  信託法（平成 18 年法律第 108 号）の施行の日（同法の公布の日（平成 18 年 12



月 15 日）から起算して１年６月を超えない範囲において政令で定める日）から施

行する。 

 


